
　日本企業の多くが自己資本利益
率（ＲＯＥ）の向上を重要な経営
戦略の１つとして掲げている。Ｒ
ＯＥを向上させるには、税引き後
利益やキャッシュフロー（現金収
支）を大きくする必要がある。そ
のためには仕入れなどのコスト削
減だけでなく、税金コストの削減
も重要である。では、どうすれば
税金コストを減らせるか。
　法人税額は「課税ベース（課税
対象）×税率―税額控除」と計算
される。課税ベースが小さく税率
が低く税額控除が大きければ法人
税額は少なくなる。企業の所得が

億円なら税率が１％下がると
税額は 億円減ることになる。
　租税制度には国ごとに違いがあ
り、法人税の課税ベース、税率、
税額控除のいずれにも差がある。
課税ベースでは、関係会社株式の
譲渡益を除外する国もある。税率
の水準も異なる。
　企業誘致や投資を呼び込むため
の優遇税制も様々だ。知的財産か
ら生まれる利益に通常より低い税
率を適用する「パテントボックス
税制」、進出後数年間の法人税を
減免する「タックスホリデー制
度」、研究開発促進のために試験
研究費の支出額の一部を税額から
控除する制度を設けている国もあ
るなど、各国の租税制度はバラバ
ラである。
　グローバル企業の中には、こう
した複数の国家の税制の違いを租
税回避に利用するところも出てき

た。 年代初め、有名な巨大多
国籍企業のいくつかが税制のルー
プホール（抜け道）を利用して、
膨大な利益を源泉地国から低課税
国に移していると問題となった。
代表的な租税回避策の一つに「ダ
ブル・アイリッシュ・ダッチ・サ
ンドイッチ」と呼ばれるスキーム
があったが、巧みに税金を逃れる
グローバル企業に対する消費者の
目は厳しく不買運動などが起きた
ケースもあった。
　多国籍企業の行き過ぎた節税行
動やアグレッシブなタックスプラ
ンニングに対抗するために生まれ
たのが、「ＢＥＰＳ（税源浸食と
利益移転）」プロジェクトという
多国間の枠組みである。
　各国で 年からの導入を検討
している法人税の共通最低税率
（ ％）は、低課税国を利用した
多国籍企業の租税回避手法を大幅
に制限するのが狙いである。
　この動きに対して、米国などの
多国籍企業は、 ％を国際的に正
当化された目標として税務コスト
の削減に動き始めている。また、
法人税の優遇税率で企業の誘致を
進めてきた国は、法人税率の優遇
から消費税や補助金を通じた誘致
競争への移行を検討している。
　これまで日本企業の多くは、行
き過ぎたタックスプランニングに
は慎重だったかもしれない。しか
し今後は、国際的な最低税率の導
入など外部環境の変化を十分に理
解して、正確な情報・知識の不足
による税金の過払いを減らす一
方、優遇税制を有効に活用して、
税務コストの適正化を進め、持続
的成長を支えるフリーキャッシュ
フロー（純現金収支）を創出して
いく必要があるだろう。
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